
目

次

告

示

○
医
療
分
野
に
お
け
る
賃
上
げ
・
物
価
上
昇
に
対
す
る
支
援
業
務
に
係

る
支
出
に
関
す
る
事
務
の
委
託
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
医
療
薬
務
課
）
…
一

○
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
一

公

告

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqq（
医
療
薬
務
課
）
…
二

○
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
二

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
三

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
qqq（

同

）
…
三

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届

出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の

数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万

に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数

が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に

八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）（

同

）
…
五

雑

報

○
公
立
大
学
法
人
青
森
県
立
保
健
大
学
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者

の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
公
立
大
学
法

人
青
森
県
立

保
健
大
学
）
…
五

告

示

青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
六
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
指
定
公
金
事
務
取
扱
者
に
歳
出
の
支
出
に
関
す
る
事
務
を
委
託
し
た
の
で
、
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

指
定
公
金
事
務
取
扱
者
の
名
称
及
び
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
、
指
定
年
月
日
並
び
に
委
託

年
月
日名

称

住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地

指

定

年
月
日

委

託

年
月
日

株
式
会
社
Ｊ
Ｔ
Ｂ
青
森

支
店

青
森
市
安
方
一
丁
目
一
の
四
〇
青
森
県

観
光
物
産
館
ア
ス
パ
ム
四
Ｆ

令
和八･
六･
一
令
和八･
六･
一

二

委
託
し
た
支
出
に
関
す
る
事
務
に
係
る
歳
出

医
療
分
野
に
お
け
る
賃
上
げ
・
物
価
上
昇
に
対
す
る
支
援
業
務

三

委
託
期
間

令
和
八
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
八
月
三
十
一
日
ま
で

青
森
県
告
示
第
三
百
七
十
七
号

昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
青
森
県
告
示
第
八
百
六
号
（
青
森
県
指
定
金
融
機
関
等
の
指
定
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

青
森
県
報
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第
千
八
十
一
号

令
和
八
年六

月
二
十
二
日

（
月
曜
日
）



令
和
八
年
六
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

第
一
号
の
表
中

「

を
」

「

に
、

」

「

を
」

「

に
改
め
る
。

」

公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の

で
、
同
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

医
療
分
野
に
お
け
る
賃
上
げ
・
物
価
上
昇
に
対
す
る
支
援
業
務

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
健
康
医
療
福
祉
部
医
療
薬
務
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
八
年
六
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
Ｊ
Ｔ
Ｂ
青
森
支
店

青
森
市
安
方
一
丁
目
一
の
四
〇

青
森
県
観
光
物
産
館
ア
ス
パ
ム
四
Ｆ

六

契
約
金
額

五
億
九
百
八
十
万
七
千
百
五
十
六
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一

項
第
一
号

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

企
画
競
争
を
実
施
し
、
最
優
秀
提
案
者
と
し
て
選
定
し
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の
で

あ
る
。農

用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
令
和
八
年
六
月
二
十
二
日
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
二
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

○
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
（
売
買
）

所
有
権
の
移
転
を
受
け
る
者

所
有
権
の
移
転
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称
住
所
又
は
所
在
地

市
町
村

大
字

字
番
地

矢
野
聡

青
森
市

青
森
市

小
橋

福
田

238番
1
ほ
か
26

筆

矢
野
聡

青
森
市

青
森
市

左
堰

大
科

490番
ほ
か
１

筆
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木
造
支
店

つ
が
る
市
木
造
千
代
町

木
造
支
店

つ
が
る
市
木
造
若
宮

乙
供
支
店

上
北
郡
東
北
町
字
上
笹
橋

乙
供
支
店

上
北
郡
東
北
町
字
上
北
北
一
丁
目



三
上
紘
史

青
森
市

青
森
市

浪
岡
大

字
女
鹿

沢
赤
茶

56番
ほ
か
３

筆

石
村
英
康

青
森
市

青
森
市

浪
岡
大

字
杉
沢
山
元

372番
1
ほ
か
１

筆
選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
二
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治

政
党
の
支
部

法
第
十
九
条
の
七
第
一
項
第
一
号
に
係
る
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
と
み
な
さ
れ
る
政
党
の
支
部

政
治
団
体

の
名
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る

事
務
所
の

所
在
地

公
職
の

種

類

（
第
一

号
）

一
以
上
の

市
町
村
等

の
区
域
を

単
位
と
し

て
設
け
ら

れ
る
支
部

届

出

年
月
日

自
由
民
主

党
青
森
県

ふ
る
さ
と

振
興
支
部

滝
沢

求

中
村

寿
明

八
戸
市
大

字
上
徒
士

町
一
五
の

一

参
議
院

議
員

○

令
和八･
五･一一

政
党
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の

名

称

代

表

者

氏

名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

届

出

年
月
日

下
川
興
一
後
援
会

下
川

一
樹

奥
島

直
樹

下
北
郡
東
通
村
大
字

目
名
字
向
野
一
の
六

二

令
和八･
五･
一

高
橋
よ
し
き
後
援

会

高
橋

芳
樹

高
橋

芳
樹

八
戸
市
大
字
上
野
字

久
根
合
九
の
八

八･
五･一一

生
活
し
続
け
ら
れ

る
五
所
川
原
に

五
所
川
原
の
未
来

を
創
る

あ
な
た

の
声
を
、
力
に
！

對
馬

茉
耶

對
馬

茉
耶

五
所
川
原
市
字
布
屋

町
四
一
の
二
〇

八･
五･一二

長
谷
川
た
く
お
う

後
援
会

長
谷
川

卓
央

長
谷
川

卓
央

五
所
川
原
市
み
ど
り

町
四
丁
目
六
七
の
二

八･
五･一三

千
葉
広
久
後
援
会

小
林

克
徳

對
馬

勉

五
所
川
原
市
大
字
姥

萢
字
船
橋
五
二
の
一

七
九

八･
五･一五

よ
こ
が
き
成
年
後

援
会

石
田

功

伊
藤

和
夫

青
森
市
中
央
三
丁
目

二
一
の
一
五

八･
五･二〇

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
二
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日
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参
政
党
青
森
県
支
部

連
合
会

（
大
宮

美
和
子
）

代

表

者

大
宮

美
和
子

後
藤

美
穂
子

令
和八･
五･
七

会
計
責
任
者

佐
々
木

啓
之

小
笠
原

匡
浩

中
道
改
革
連
合
青
森

県
第
３
区
総
支
部

（
岡
田

華
子
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
代
官

町
一
〇
七
の
一

弘
前
市
大
字
宮
川

二
丁
目
三
の
四

八･
五･二四

立
憲
民
主
党
青
森
県

第
３
区
総
支
部

（
成
田

大
介
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
外
崎

三
丁
目
二
の
一

弘
前
市
大
字
宮
川

二
丁
目
三
の
四

八･
五･二四

政
党
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

山
崎
ゆ
い
こ
三

後

援
会
（
三
浦

榮
悦
）

代

表

者

三
浦

榮
悦

牧
野

勇
次

令
和八･
五･一〇

福
士
珠
美
後
援
会

（
福
士

珠
美
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
中
央
一
丁

目
五
の
一

青
森
市
安
方
二
丁

目
五
の
一
〇

八･
五･一五

岡
田
は
な
こ
後
援
会

（
小
田
切

達
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
代
官

町
一
〇
七
の
一

弘
前
市
大
字
宮
川

二
丁
目
三
の
四

八･
五･二四

岡
田
は
な
こ
政
治
み

ら
い
研
究
会

（
岡
田

華
子
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
代
官

町
一
〇
七
の
一

弘
前
市
大
字
宮
川

二
丁
目
三
の
四

八･
五･二四

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
二
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治

政
党
以
外
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

浜
中
幾
悦
郎
後
援
会

山
本

泰
二

令
和
七･
四･二〇

尾
形
祐
幸
後
援
会

村
上

荘
士

七･一二･二六

坂
牛
淳
治
後
援
会

茶
谷

文
雄

七･一二･三一

川
村
拓
也
後
援
会

尾
崎

淳
一

八･
四･三〇

平
山
敦
士
後
援
会

澤
田

長
二
郎

八･
四･三〇

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
十
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に

よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
二
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
の
氏
名

資
金
管
理
団

体
の
名
称

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

福
士

珠
美

福
士
珠
美
後

援
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

青
森
市
中
央

一
丁
目
五
の

一

青
森
市
安
方

二
丁
目
五
の

一
〇

令
和八･
五･一五

岡
田

華
子

岡
田
は
な
こ

政
治
み
ら
い

研
究
会

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字

代
官
町
一
〇

七
の
一

弘
前
市
大
字

宮
川
二
丁
目

三
の
四

八･
五･二四
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青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
十
号

令
和
八
年
六
月
一
日
現
在
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分

の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る

数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
）
を
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
五

項
並
び
に
こ
れ
を
準
用
す
る
同
法
第
七
十
五
条
第
六
項
、
第
七
十
六
条
第
四
項
、
第
八
十
条
第
四

項
、
第
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
八
十
六
条
第
四
項
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
二
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

鶴

岡

真

治

一

県
議
会
議
員
及
び
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

二
〇
、
二
九
一

人

二

県
議
会
議
員
及
び
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

二
二
六
、
八
一
四

人

三

県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

東
津
軽
郡
選
挙
区

五
、
六
一
三

人

西
津
軽
郡
選
挙
区

四
、
五
〇
七

人

南
津
軽
郡
選
挙
区

六
、
〇
九
六

人

北
津
軽
郡
選
挙
区

六
、
八
〇
〇

人

上
北
郡
選
挙
区

二
五
、
五
七
二

人

三
戸
郡
選
挙
区

一
七
、
二
四
六

人

青
森
市
選
挙
区

七
五
、
二
八
一

人

弘
前
市
選
挙
区

四
五
、
九
三
〇

人

八
戸
市
選
挙
区

六
〇
、
八
七
三

人

黒
石
市
選
挙
区

八
、
七
〇
〇

人

五
所
川
原
市
選
挙
区

一
七
、
一
二
九

人

十
和
田
市
選
挙
区

一
六
、
三
六
四

人

三
沢
市
選
挙
区

一
〇
、
三
五
五

人

む
つ
市
選
挙
区

一
八
、
六
七
五

人

つ
が
る
市
選
挙
区

八
、
二
九
九

人

平
川
市
選
挙
区

一
〇
、
七
三
五

人

雑

報

公
立
大
学
法
人
青
森
県
立
保
健
大
学
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

公
立
大
学
法
人
青
森
県
立
保
健
大
学
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
に
関
す
る
規
程
第
三
条

に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
規
程
第
十
七
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
六
月
二
十
二
日

公
立
大
学
法
人
青
森
県
立
保
健
大
学
理
事
長

吉

池

信

男

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
機
器

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

公
立
大
学
法
人
青
森
県
立
保
健
大
学
事
務
局
経
営
企
画
室

青
森
市
大
字
浜
館
字
間
瀬
五
八
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
八
年
五
月
二
十
二
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
ア
イ
シ
ー
エ
ス

岩
手
県
盛
岡
市
松
尾
町
一
七
の
一
〇

六

落
札
金
額

九
千
二
百
四
十
万
円

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
し
た
者
を
落
札
者
と
す
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る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
八
年
四
月
十
日
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
二
十
四
円
九
十
五
銭


